
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6４ 
２０１０／４／９ 

江 戸 川 区 土 木 部  

沿 川 ま ち づ く り 課  

推 進 第 一 係 

ＴＥＬ ５６６８―５８７７  

「早期の事業推進を求める」陳情が区議会で採択されました 
“中止や撤回を求める”陳情は不採択に 

日頃より区政にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

これまで、江戸川区議会に対して、北小岩一丁目東部地区（１８班）の事業に対する「早期の

事業推進を求める」陳情や「中止や撤回を求める」陳情が提出されました。 

これに対して建設委員会で約２年に及ぶ慎重な審査が行われ、平成２２年第１回江戸川区議会

定例会の本会議最終日において採決が行われました。 

結果、「早期の事業推進を求める」陳情が採択されました。 

また、「中止や撤回を求める」陳情については、不採択となりました。 

今回「早期の事業推進を求める」陳情が採択されたことにより、事業を進める妥当性が区議会

において承認されたことになります。このことを踏まえ、更に地域の皆さまとお話し合いを重ね

てまいります。皆さまと一緒に安全安心のまちを築いていきましょう。 

  

平成２２年第１回区議会定例会で採決が行われた１８班に関する陳情 

採 択 
・北小岩江戸川町会１８班地区における土地区画整理事業及びスーパー堤防整備事業の推進と早期実現を求める陳情（64 号） 

不採択 
・北小岩１８班地区スーパー堤防と一体の区画整理事業を進めるための都市計画決定の中止を求める陳情（48 号） 

・北小岩１８班地区「スーパー堤防と一体化の区画整理事業」を進めるための都市計画決定の中止を求める陳情（71 号） 

・「スーパー堤防と一体化した土地区画整理事業」の「まちづくり都市計画案」の即刻中止と「住民意見の尊重」を求める陳

情（77 号） 

・北小岩１８班地区「スーパー堤防と一体化の区画整理事業」およびそれを進めるための「都市計画素案法定説明会」の中止

を求める陳情（78 号） 

・「北小岩１８班地区スーパー堤防と一体の区画整理事業を進めるための都市計画決定の中止を求める陳情」について意見の

陳述を求める陳情（79 号） 

・北小岩一丁目東部地区高規格堤防と一体化した土地区画整理事業における住民合意形成の精査を求める陳情（87 号） 

・北小岩１８班地区「スーパー堤防と一体化の区画整理事業」およびそれを進めるための「土地区画整理事業」手続きの中止

を求める陳情（94 号） 

・１８班地区の現行案による土地区画整理事業の白紙撤回を求める陳情（100 号） 

・１８班地区の現行案による土地区画整理事業に関する施行規程の議決を行わないことを求める陳情（101 号） 

※区議会陳情については、江戸川区のホームページからご覧になることができます。 

※件名の最後の（ ）は受理番号です。 

採 択：陳情の内容が妥当であり、区議会として賛同する意味で「採択」という表現で意思決定しています。 

不採択：「採択」の反対の意味で、陳情の内容が妥当でなく、区議会として賛同しない意味で「不採択」と

いう表現で意思決定しています。 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 

北小岩一丁目東部地区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ご意見・ご質問はこちらまで  

  沿川まちづくり課推進第一係  

北小岩一丁目東部地区まちづくり事務所   ℡ 5668 -5877 
※お電話は平日午前 8 時 30 分から午後 5 時までの間にお願いします。 

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_ensen/index.html 

 

 

施行規程が区議会で可決されました 

 平成２２年第１回江戸川区議会定例会の本会議において、「東京都市計画事業北小岩

一丁目東部土地区画整理」の施行規程が可決され、３月３１日に公布されました。 

 この施行規程は、審議会についての事や地積の決定の方法、清算金のこと等、今後

北小岩一丁目東部地区の土地区画整理事業を行うにあたってのルールを定めたもので

す。 

 事業化された後には、この施行規程に基づき、進めていきます。 

 

 

 

 

 今月より新年度を迎えました。 

 昨年１１月の都市計画決定により、北小岩一丁目東部地区が土地区画整理事業を施

行する区域として位置付けられました。 

今年度は、いよいよ事業認可の手続きを行います。この事業認可により、本地区は

土地区画整理事業を開始することになります。皆さまの一層のご協力をお願いしま

す。 

４月１日付で職員の人事異動により、当係に新たな職員が加わり６人体制となりま

した。新たな職員は植松
うえまつ

丈
じょう

詞
じ

と申します。皆さまと共に子々孫々に誇れるまちにな

るように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

また、１月より、本地区内のまちづくり事務所に職員が常駐しております。何か分

からないこと、ご不安な点、お話ししたいこと等ございましたら、お気軽にお越しく

ださい。 

 

事業推進のため新体制で臨みますので、今年度もよろしくお願いします 

想定換地案の個別説明や建物調査についても随時お受けしております。皆さんの将

来の生活設計に係わる重要な説明・調査になりますので、是非ご利用いただきたい

と思います。よろしくお願いします。 


